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変更ガイド

※当資料に従うことで、法令違反がないことを保証する資料ではありません。
※あくまで参考としてご活⽤いただくことを想定している資料です。実際の制度内容は国の資料等をご確認ください。
※当資料は、2026年2⽉時点の内容となっております。最新の情報は国の資料等をご確認ください。
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65歳からの給付⾦制度変更ガイド

2025年4⽉1⽇より、60歳以降の賃⾦低下を補う「⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦」の⽀給率が縮⼩されました。改正のポイントと新旧の⽐較をまとめます。

⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦の制度改正

■ 改正の主なポイント

■ 新旧⽀給率の⽐較表

賃⾦低下率(60歳時⽐) 改正前(〜2025年3⽉31⽇) 改正後(2025年4⽉1⽇〜)

75％以上 ⽀給対象外 ⽀給対象外

61％超 〜 75％未満 0％ 〜 15％未満 0％ 〜 10％未満

61％以下 15.00％ (最⼤) 10.00％ (最⼤)

64％以下 ー 10.00％ (最⼤)

‧⽀給率の引き下げ：最⼤⽀給率が従来の「15％」から「10％」へ変更。

‧適⽤対象：2025年4⽉1⽇以降に60歳に達した⽇を迎えた⽅が対象（それ以前に60歳に達した⽅は、引き続き最⼤15％が適⽤）。

‧最⼤⽀給の条件：賃⾦が60歳到達時の「64％以下」に下がった場合に最⼤⽀給率（10％）が適⽤されます。
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65歳からの給付⾦制度変更ガイド

⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦は、永続的な制度ではありません。65歳以降の取り扱いと、年⾦との併⽤における注意点を解説します。

65歳到達時の給付終了と注意点

■ 65歳到達による⾃動終了

■⽼齢厚⽣年⾦との調整

‧⽀給終了のタイミング：受給者が65歳に達する⽉を迎えた時点で⾃動終了。

‧雇⽤継続時の扱い：65歳以降も同じ条件で雇⽤が継続されていても、受給を継続することは不可。

‧制度の趣旨：現役世代から年⾦受給世代への移⾏期を⽀援する設計のため。

‧終了後の所得保障：65歳以降は年⾦制度が主な役割を担う。

‧対象：65歳まで「特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦」を受給し、かつ本給付⾦も受給する⽅。

‧影響：⽼齢厚⽣年⾦の⼀部が⽀給停⽌となる場合がある。

‧停⽌額：給付⾦の額や標準報酬⽉額によって変動する。

‧対策：受給検討時は年⾦事務所等へ問い合わせ、⽀給停⽌額を確認することが重要。
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65歳からの給付⾦制度変更ガイド

65歳以降は⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦が終了しますが、代わりに活⽤できる企業向けの助成⾦制度が存在します。

65歳以上の雇⽤継続を⽀援する企業の取り組み

■ 65歳超雇⽤推進助成⾦

独⽴⾏政法⼈⾼齢‧障害‧求職者雇⽤⽀援機構（JEED）が、こうした制度の導⼊⽀援や相談などのサポートを⾏っています。

‧65歳超継続雇⽤促進コース：65歳以上への定年引上げ、定年の廃⽌、希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊などを⾏った事業主
が対象。

‧⾼年齢者評価制度等雇⽤管理改善コース：⾼年齢者向けの評価制度、賃⾦‧⼈事制度、労働時間制度等の導⼊‧改善を実施した事業主が対象。

‧⾼年齢者無期雇⽤転換コース：50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇⽤に転換させた事業主が対象。


